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電子申告の事前準備 

電子申告について 

ここでは、電子申告に必要な各事項の準備と申告書データ作成、そして国税庁への申告

データの送受信管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪電子申告の特長≫ 

 

① 納税者個人が自身の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告

書を電子申告にて行った場合、所得税額から最高 4,000 円(平成 2４年分につ

いては最高 3,000 円)の税額控除を受けることができます。 

但し、この控除を受けられるのは平成１９年分から平成２４年分までのいず

れか１回で、その年分の所得税額を限度とします。 

 

② 申請も申告も、税務署に足を運ぶことなく、自宅やオフィスのパソコンか

ら行うことができます。期間中は 24 時間受付を行っていますので、時間を気

にする必要はありません。 

 

③ 「電子証明書」を使うことで、他人によるなりすまし申請や、インターネッ

トで通信している途中での データの改ざんなどを防ぐことができます。 

 

④ 税務署の処理が迅速化されます。還付手続きも、電子申告の方が従来の紙

による申請よりも優先して行われるため、還付金を早く受け取ることができま

す。 
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「ネット de 記帳」の電子申告機能について 

 

  「ネット de 記帳」の電子申告機能で送信できるのは、青色申告決算書(一般・農業・不動

産)、所得税申告書 B(第一表・第二表・第四表)、損益通算の計算書、消費税申告書、電子証

明書登録申請書です。また所得税の申告に際して、医療費控除関係書類、社会保険料控除関

係書類、小規模企業共済等掛金控除関係書類、生命（地震）保険料控除関係書類の提出省略

が可能です。 

 

≪参考資料≫ 

所得税申告の際に送付可能なデータと「電子申告（申告様式選択）」画面の対応表 

 

 
 

【凡例】 

□（赤）……「ネット de 記帳」でデータ作成可能。 

□（青）……「ネット de 記帳」で選択は可能（別途、帳票を郵送等により提出）。 

「提出区分」はいずれか１ヵ所のみ選択可能です。また本項では割愛しておりますが、選択画

面の下方にある「その他添付資料」欄は、必要に応じて名称等を記入してご利用下さい。 
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「ネット de 記帳」への電子申告プログラムの導入準備 

 

「ネット de 記帳」で電子申告機能を使用するには、事前にいくつかの準備が必要となりま

す。これは、国税庁の受付システムと連携して作業を行うためと、高度なセキュリティが要求

されるためです。 

 

◇信頼済みサイトへの登録 

 

①「Internet Explorer」を起動させます。 

 

 

 

 

 ※「Windows」や「Internet Explorer」のバージョンにより、画面イメージ等は若干異な

ります。ご了承ください。 

 

 

② 「Internet Explorer」画面の上部にある「ツール(T)」ボタンを押します。 

（場所がわからない方は、画像を参照してください。） 

 「ツール」ボタンを押すと、「ツール(T)」ボタンの下に選択メニューが表示されます。 

このメニューの一番下にある、「インターネット オプション(O)」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

①押します。 

②押します。 
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③ 「インターネット オプション」画面が表示されます。この画面の上部にある「セキュリ

ティ」ボタンを押してください。 

 

④ 「セキュリティ」ボタンを押すと、画面が切り替わります。（下の画像を参照） 

「インターネット、イントラネット、信頼済みサイト、制限付きサイト」の４つの画像の

中から「信頼済みサイト」と書かれた緑色の丸い絵を押してください。 

 

 

押します 

押します。 



 

 - 7 - 

⑤ 「信頼済みサイト」を押すと、「サイト（S）」ボタンが押せるようになります。 

「サイト(S)」ボタンを押します。 

 
⑥ 「信頼済みサイト」画面が新しく表示されます。 

「このゾーンのサイトにはすべてサーバの確認(https:)を必要とする(S)」にチェック（☑）

が入っている場合は、チェックを外してください。チェックが入っている部分を押すと

チェックが外れます。 

押します。 

この部分を押して、チェックを外します。 
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⑦「次の Web サイトをゾーンに追加する（D）」の欄に、アドレスを入力します。 

 （※アドレスは通常、ご利用の「ネット de 記帳」サイトのトップページのものです。地域

等によって異なりますので、詳しくは各地の商工会連合会にお問い合わせください） 

  

 

 

⑧アドレスが正しいことを確認し、「追加(A)」ボタンを押します。 

 
 

 

接続先のアドレス 

ここに入力してください。 

押します。 
接続先のアドレス 
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⑨ 「Web サイト(W)」の欄に入力したアドレスが登録されたことを確認し、「OK」ボタン

を押します。 

 

 

⑩ 「Internet Explorer」の「信頼済みサイト」のセキュリティのレベルを「低」に設定し

てください（※特に「IE7」、「IE8」、「IE9」は初期設定が「中」なので設定し直してくださ

い）。 

 

 

ここに追加されたことを

確認します。 

押します。 

接続先のアドレス 
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⑪「インターネット オプション」画面の「OK」ボタンを押します。 

 
 

※ Vista、Windows7 をお使いの方は「保護モードを有効にする（Internet Explorer の

再起動が必要）」のチェックを外してください。 

 

⑫ 「インターネット オプション」画面が閉じます。 

「信頼済みサイトへの登録」作業は、以上で完了です。 

押します。 
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◇電子署名プログラムのインストール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇各電子証明書（IC カードタイプ）を使用するための準備 

 

 ご利用の電子証明書に応じた準備が必要となります。 

 

認証局 必要ソフト ダウンロード 

公的個人認証サービス JPKI 利用者ソフト http://www.jpki.go.jp/download/index.html 

日本税理士連合会電子認証局 IC カードマネージャー 日税連より配布（CD／ダウンロード） 

ビジネス認証サービス 電子認証セット 基本的に CD 配布 

 

 ■公的個人認証サービス（住民基本台帳カード） 

  ご利用のパソコンへの、「JPKI 利用者ソフト」のインストールが必要になります。 

  ダウンロードサイトに、インストーラ及び利用方法が記載されています。 

   

1．公的認証サービスを使用するための準備手順の概要は下記の通りです。詳細はホーム

ページ等の説明をご確認ください。 

http://www.jpki.go.jp/download/index.html 

 

準備手順 

 

①．動作環境の確認 

ご利用のパソコンの OS、ブラウザ、JRE（Java 実行環境）が対応するかを 

確認します。 

※ 対応していない場合、署名が正常に出来ない可能性がある為、必ず確認してく

ださい。動作環境は、公的個人認証サービスのホームページの「利用者クライ

アントソフトのダウンロード」を参照ください。 

②．利用者クライアントソフトのダウンロード 

①で、対応する動作環境であることが確認できましたら、利用者クライアント

ソフトのダウンロードをしてください。 

電子署名とは 

 政府機関や自治体に対する各種申請等の手続を行う際にはサインや印鑑が必要です。

こうした手続を、インターネットを利用して電子的に行う際、サインや印鑑に代わるも

のとして使用される技術が電子署名です。 

 電子申告では申告書データに電子署名を付加することで、“データの作成者が誰なの

か”と、“データが途中で改ざんされていないこと”が確認できるようになっています。
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 ■日本税理士会連合会電子認証局（税理士カード） 

 税理士の署名を行うために「IC カードマネージャー」が必要となりますが、税理士の方

以外はダウンロードすることはできません。 

  事前に税理士の方にご相談いただき、税理士の方にインストールしていただくなどの方法

で設定する必要があります。 

 

 ■ビジネス認証サービス（日本商工会議所発行の電子証明書（IC カード・タイプ）） 

  ご利用のパソコンに、電子認証セットのインストールが必要になります。 

  電子認証セット CD は、ビジネス認証サービス用のカードリーダライタ購入時に同梱され

ています。 

 

詳しくは各認証局のホームページ等をご確認ください。 

 

◇電子申告で使用する番号等 

 

 電子申告の一連の手続きの中では様々な番号（ID・パスワード）が使われます。ここでは各

番号について簡単に解説します。 

 

【利用者識別番号】 

 国税庁の受付システムへのログインに使用する、電子申告を行うにあたっては必須の番号で

す。開始届を税務署に提出すると発行されます。税理士による代理送信を行う場合は、事業者

の利用者識別番号と税理士の利用者識別番号の両方が必要になります。 

 

【暗証番号】*1（※利用者識別番号に対するもの） 

 利用者識別番号を使用して国税庁の受付システムにログインする際に必要となるパスワー

ドです。有効期間は３年です。 

 

【納税用確認番号】 

 電子納税の際に利用する暗証番号です。電子申告の段階では使用しませんが、開始届の提出

時もしくは国税庁の受付システムへの初回ログイン時に登録する必要があります。 

 

【税務署コード】 

提出先の税務署毎に決まっている 5 桁の番号です。「事前準備・データ作成」で申告書デー

タを作成する際に必要となります。 

 

【暗証番号】*2（※電子証明書に対するもの） 

 電子証明書を使用する際に必要となるパスワードです。 

*1 利用者識別番号に対する暗証番号（パスワード） 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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◆電子申告マニュアル（個別送信用） 

 

 本マニュアルの説明文の中に「暗証番号」、「パスワード」の用語が多く記述しております。 

「暗証番号」も「パスワード」も同じ意味として扱いますが、本マニュアルでは、この用語を 

以下の２つの意味で使い分けております。 

  ＊１・・・利用者識別番号に対する暗証番号（パスワード） 

  ＊２・・・電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 

文中に記載された上記用語には説明番号を付加しております。 

上記の記述ページは以下一覧表にまとめてありますのでご参照ください。 

 文言 ページ 記載場所 ① ② 

暗証番号 12 【暗証番号】（※利用者識別番号に対するもの） レ  

暗証番号 12 【暗証番号】（※電子証明書に対するもの）   レ 

暗証番号 29 （4） レ  

暗証番号 29 （6）② レ  

暗証番号 31 4．暗証番号変更（期限切れ） レ  

暗証番号 32 【暗証番号変更】 レ  

パスワード 35 ①-A-3   レ 

パスワード 36 ①-B-2,①-B-3   レ 

パスワード 37 ②   レ 

パスワード 40 ①-A-3   レ 

パスワード 41 ①-B-2,①-B-3   レ 

パスワード 42 ③   レ 

パスワード 44 ④-A-3   レ 

パスワード 45 ④-B-2,④-B-3,⑤    レ 

パスワード 48 ①-A-3   レ 

パスワード 49 ①-B-2,①-B-3   レ 

パスワード 50 ②   レ 

暗証番号 56   レ   

パスワード 62     レ 

パスワード 63     レ 

パスワード 69     レ 

パスワード 70     レ 

パスワード 84 ①－B－1   レ 

パスワード 85     レ 

暗証番号 95   レ   

パスワード 101 （２） レ   
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◇電子申告の関係図 

 

 

 利用者・税理士と税務署の間、また利用者・税理士と認証局との間で必要な様々な手続きを

図にまとめました。 
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◇電子申告の大まかな流れ 

 

 

 

 

 



 

 - 16 - 

Ⅰ．個別送信 

 

１．電子申告のデータ作成 

 

(1) ｢電子申告｣サブメニューから｢事前準備･データ作成｣を選択します。 

 

＜電子申告サブメニュー画面＞ 

 

 
 

(2) 以下のケースを選択してください  という選択画面が表示されます。税理士による税務

代理(代理送信)を利用するかどうかを選択してください。 
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(3)選択すると、「電子申告（事前チェック）」画面  が表示されますので、電子申告に必要な

準備事項をガイドに沿ってチェックをします。 

① 「税務代理(代理送信)を利用しない場合」 

 

 

税務代理(代理送信)を利用しない場合のチェック項目は下記の 7 項目です。 

(初回時にはチェックはついていません。2 回目以降の画面には、前回チェックしたと

ころが反映されています)  

１．電子証明書を取得 

２．取得した電子証明書は有効（失効していない）か？  

３．ＩＣカードリーダライタの購入 

４．パソコンへの「ＩＣカードリーダライタ」の  

  ドライバソフトのインストールと動作確認  

５．税務署へ電子申告開始届書の提出  

６．税務署から利用者識別番号の通知を受けたか  

７．申告書の作成 



 

 - 18 - 

② 「税務代理(代理送信)を利用する場合」 

 

 

税務代理(代理送信)を利用する場合のチェック項目は下記の 9 項目です。 

(初回時にはチェックはついていません。2 回目以降の画面には、前回チェックしたと

ころが反映されています) 

 

 １．電子証明書を取得  

２．税理士が電子証明書を取得しているか？(税理士に確認)  

３．取得した電子証明書は有効か？ 

４．税理士の電子証明書は有効か？(税理士に確認)  

５．ＩＣカードリーダライタの取得  

６．パソコンへの「ＩＣカードリーダライタ」の  

ドライバソフトのインストールと動作確認 

７．税務署への電子申告開始届書の提出 

８．税務署から利用者識別番号の通知を受けたか 

９．申告書の作成 
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(4)すべての項目にチェックが入ると、  次へ  ボタンを押すことができるようになります。 

 

税理士による税務代理(代理送信)を利用する場合は、税理士側の必要手続きが 

加わります。 

  

【補足】 

   税務代理(代理送信)を利用し、「電子証明書等特別控除」を利用されない場合は、税理士

の電子証明書があれば申告は可能です。その場合、本人の電子証明書は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申告には、ご自身で申告する方法と、税理士に申告手続きを依頼する「代

理送信」があります。 

 

「電子申告開始届」を税務署に申請し受理されると「利用者識別番号」が通

知されてきます。この「利用者識別番号」はデータ送信時にデータに付加する

ために重要なものです。「電子申告開始届」は、どちらの方法で申告する場合

でも必要になります。 

 

ご自身で申告を行う場合、電子証明書の発行を受けることが最も重要になり

ます。各市区町村から住基カードを事前に取得するなどして、それを電子証明

書として登録してください。ご自身で申告される場合、準備していただくもの

は、IC カードリーダー・電子証明書です。電子証明書には有効期限があります

のでご注意ください。 

（商工会で申告事務を行う場合は、備え付けの IC カードリーダーを使用する

ことになり準備は不要です） 
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(5)  次へ  ボタンを押すと、「電子申告(申告情報入力)」の画面に切り替わります。 

納税情報の氏名及び住所は、ネット de 記帳の「決算業務」サブメニューの 

「所得税申告書・消費税申告書」の作成処理(納税情報)内、事業主の住所氏名が反映さ

れます。 

 

※法人の場合、消費税申告書の納税情報氏名には屋号が表示されます。 

 

 
 

 

※注)１ 納税地の地方自治体コード及び 1 月１日住所の地方自治体コードは、所得税確定申

告書選択画面から入力した場合に地方自治体コード及び地方自治体名が反映されます。 

 

また、電子申告を行う場合は必須入力です。納税地の地方自治体コードと１月１日住所の地方

自治体コードが同一の場合は、１月１日住所の地方自治体コードは省略しても構いません。 

 

※注)１ 
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(6)ここで、電子申告を行うために必要な情報を入力します。利用者識別番号、提出先の税

務署を入力してください。 

 ※税務代理(代理送信)をご利用の場合、税理士利用者識別番号の入力が必要です。 

 

(7)  次へ  ボタンを押すと、「電子申告(申告様式選択)」の画面に切り替わります。 

 

 
 

※所得税確定申告書選択画面にて、被災者損失にチェックを入れて申告を行った場合には、

第四表の表示が「損失申告 被災者損失申告用」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

追加リリース予定部分です。 
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(7)-1 「所得税申告書」を選択します。 

提出区分の電子にチェックを入力した帳票種類が、電子申告を行う対象となります。 

※提出区分にチェックを入れず、電子証明書登録・更新のみにチェックを入れた場合、 

電子証明書のみが作成されます。 

 

(7)-2 提出区分の郵送等にチェックを入れた帳票種類が、郵送するものとなります。 

(国税庁に対して電子で送るものと、別に郵送するものを明示します) 

 

(7)-3 その他添付資料の空白の所は手入力が可能です。入力すると自動的に提出区分の郵

送等の□にチェックが入ります。 

 

   ※「開始届」を提出して取得した「利用者識別番号」に対して、どの「電子証明書」を

使用して署名を行うかを登録していない場合は後で「電子証明書登録・更新」の手

続きを行う必要がありますが、そのためにはこの画面でチェックを入れておく必要

があります。「電子証明書登録・更新」については「6.電子証明書登録・更新」で詳

述します。 

    電子証明書が未登録の場合、申告書を送信しても国税庁に受け付けられません。 

 

(7)-4 送付書出力ボタンを押すと、添付書類を別途送付する際に使用する送付票を 

PDF 出力することが出来ます。 
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※被災者損失申告の場合に、送付書出力ボタンを押すと第四表が「損失申告 被災者損失申

告用」となる。 

  

 

(7)-6 電子申告データ作成 ボタンを押すと、「所得税申告書の電子申告データを作成します。

よろしいですか。」とメッセージが表示され、OK ボタンを押すとこの時点で「決算業務」に

て作成済の申告書類データが、電子申告に必要な情報として追加されます。処理が終わると「電

子申告データ作成処理が完了しました。」とメッセージが表示され、OK ボタンを押すと「電

子申告」サブメニューに戻ります。 

 

   
 

※下記のメッセージが表示される場合があります。第一表、第二表の電子、または郵送のどち

らかにチェックを行ってください。 

 

 

 

※下記のメッセージが表示される場合があります。決算書・収支内訳書の電子、または郵送の

どちらかにチェックを行ってください。 

 

 

 

 

 

追加リリース予定部分です。 
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※下記のメッセージが表示される場合があります。第四表(損失申告用)、損益の通算の計算書

のどちらかにチェックを行ってください。 

 

 

 

※下記のメッセージが表示される場合があります。第四表(損失申告 被災者損失申告用)、損益

の通算の計算書のどちらかにチェックを行ってください。 

 

 

 

※準備処理(青色申告特別控除額の計算)において、本年分の不動産所得の金額が手入力可能な

場合（ネット de 記帳で不動産を作成していない場合）に、青色申告特別控除額を手入力して

いると以下のメッセージを表示します。 

 

 

 

※下記のメッセージが表示される場合があります。寄附金控除と政党等寄附金特別控除の両方

を入力したデータで問題がなければ OK ボタンを押してください。 

 

 

追加リリース予定部分です。 
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【注意事項】 

    電子申告データ作成 ボタンを押した時に、下の写真のようなエラーメッセージが出る

ことがあります。これは、「決算業務」サブメニューで作成した申告書類の中に、電子申

告を行っても国税庁の受付システムで受け付けられない箇所があることを示しています。

エラーメッセージが出た場合は、「決算業務」サブメニューの各申告書類作成画面に戻っ

て内容を確認してください。 

 

 

※例１：上記の画面の場合は、「提出年月日」欄が途中までしか入力されていない場合のもの

です。他に、「電話番号」欄の書式等がエラーとされることがあります。 

 

 

 

※例２：上記の画面の場合は、所得税確定申告書選択画面から納税地の地方自治体コードが入

力されていない場合にエラーとされます。 

 

    電子申告データ作成 ボタンを押した時に、下の写真のようなエラーメッセージが出る

ことがあります。これは、作成した電子申告データの中に国税庁の受付システムで受け付

けられない文字があることを示しています。エラーメッセージが出た場合は、「決算業務」

サブメニューの各申告書類作成画面に戻って内容を確認してください。 
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(8) 消費税申告書を作成します。 

(8)-1 「消費税申告書」を選択します。(最初の画面は所得税申告書が選択されている状態) 

申告様式選択画面の、提出区分欄の電子の部分にチェックが入っています。 

（ネット de 記帳の「決算業務」サブメニューの「消費税申告書」で消費税確定申告書印刷 

の画面で選択した帳票種類にチェックが入っています。） 

提出区分の電子にチェックが入っている帳票種類が、電子申告を行う対象となります。 

※「消費税申告書」選択の下にある(確定)表示は、「決算業務メニュー」の「消費税申告書」

を作成した時の申告種類（確定申告、中間申告）により表示が変わります。 

※事業所が法人の場合には、所得税申告書は選択されずに消費税申告書が選択されている状

態で初期表示します。 

 

 

 

(8)-2 電子申告データ作成ボタンを押すと、「消費税申告書の電子申告データを作成します。

よろしいですか。」とメッセージが表示され、OK ボタンを押すとこの時点で「決算業務」に

て作成済の申告書類データが、電子申告に必要な情報として追加されます。処理が終わると「電

子申告データ作成処理が完了しました。」とメッセージが表示され、OK ボタンを押すと「電

子申告」サブメニューに戻ります。 
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※下記のメッセージが表示される場合があります。事業所が法人の場合、消費税申告書の作成

を行ってください。 
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2．電子申告認証 

 

(1) ｢電子申告｣サブメニューから｢電子申告送受信｣を選択します。 

 

＜電子申告サブメニュー画面＞ 

 

  

 

(2) ｢電子申告認証｣画面に切り替わります。 

 

 

 

(3) ｢利用者識別番号｣欄に利用者識別番号を入力します。 

  （※１）ここで国税庁の受付システムに接続します。 

（※２）税務代理を利用し、税理士の方の署名のみで電子申告を行う場合は税理士の方

の利用者識別番号を入力します。 
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(4) 暗証番号*1 を入力します。 

 

(5)  ＯＫ  ボタンを押すと、国税庁の受付システムへ接続する認証を行います。 

※  キャンセル  ボタンを押すと入力内容がクリアされます。 

 

(6) ログインが成功した場合、ユーザーの状況により、以下のように画面が切り替わります。 

①納税用確認番号が未登録のとき → 3 へ 

    国税庁へ開始届を提出する際、納税用確認番号を登録する欄があります。この時、未

入力で開始届を提出すると、国税庁の受付システムに利用者識別番号でログイン時に

“納税用確認番号登録”画面が表示されます。 

   ②初回ログイン時に暗証番号*1 の期限が切れたとき → 4 へ 

受付システムの暗証番号は、最終変更日から 3 年が経過すると暗証番号の期限が切れ

てしまいます。期限が切れた状態でログインを行うと、”暗証番号変更画面”が表示

されます。 

※初回ログイン時とは、国税庁の受付システムにログインした時の事を意味します。 

③上記に該当しないとき → 5 へ 

「電子申告送受信メニュー」が表示されます。  

*1 利用者識別番号に対する暗証番号（パスワード）
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3．納税用確認番号登録 

 

電子納税を行う際に使用する納税用確認番号およびカナ氏名を登録します。この番号は、電

子納税を行わないユーザーも登録する必要があります。 

納税用確認番号……数字 6 桁で入力します。 

カナ氏名・名称……半角カタカナ、半角英大文字、半角数字が使用できます。 

 

 

※税理士の利用者識別番号でログインした場合は税理士の納税用確認番号になります。ご注

意ください。 
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4．暗証番号変更（期限切れ） *1 

 

暗証番号の有効期限が切れた後、ログインを行うと暗証番号変更画面が表示されます。 

 新暗証番号は以下のルールを満たしている必要があります。 

① 半角英数の組合せであること 

② 半角数字と半角英字が両方使用されていること 

③ 8 文字以上、50 文字以下であること 

④ 変更前暗証番号と異なる文字が 3 文字以上入力されていること 

 

※開始届を提出後、初めて国税庁の受付システムへログインした場合にもこの画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

*1 利用者識別番号に対する暗証番号（パスワード）
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5．電子申告送受信メニュー 

 

「電子申告認証」画面での必要な登録が終わると、「電子申告送受信メニュー」画面に

移ります。 

 

 

 この画面で選択できるのは、下記の各操作です。 

  

【電子証明書登録・更新】 

税務署に対して電子申告に使用する電子証明書を登録します。 

【申告書の署名･送信】 

税務署に対して「事前準備・データ作成」で作成した電子申告データに署名し、電子署

名を行います。 

【メッセージボックス】 

 国税庁へ送信した申告データの状況を確認します。 

【暗証番号変更】*1 

 利用者識別番号に対する暗証番号を変更します。 

 

【電子証明書登録・更新(旧方式)】 

税務署に対して電子申告に使用する電子証明書を登録します。 

【電子署名(旧方式)】 

 申告書データをダウンロードし、電子署名を行います。 

【送信(旧方式) 】 

 署名済の申告書ファイルを送信します。 

 

【申告書ファイルのダウンロード（e-tax 用）】 

 申告書データをダウンロードします。 

【旧方式】：平成 20 年度版と同じ操作で「電子証明書登録･更新(旧方式)」、「電

子署名(旧方式)」、「送信(旧方式)」を行うためのメニューです。 

*1 利用者識別番号に対する暗証番号（パスワード） 
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6．電子署名プログラムの組み込み 

 

 メインメニューのうち【電子証明書登録・更新】・【申告書の署名・送信】・【電子証明書登録・

更新（旧方式）】・【電子署名（旧方式）】を実行するには、電子署名プログラムを組み込む必要

があります。この作業は【電子証明書登録・更新】・【申告書の署名・送信】・【電子証明書登録・

更新（旧方式）】・【電子署名（旧方式）】を選択した時に、画面の案内に沿って確認をしていく

と自動的に行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここでは、「電子証明書登録・更新」を例にして説明をします。 

 

(1) 電子証明書登録・更新画面を開くとパソコンの環境をチェックし、インストールの準備を

行います。 

 

※信頼済みサイトへの登録（P．4 参照）を行い、セキュリティのレベルを「低」に設定する

必要があります。 

電子署名とは 

 政府機関や自治体に対する各種申請等の手続を行う際にはサインや印鑑が必要で

す。こうした手続を、インターネットを利用して電子的に行う際に、サインや印鑑に

代わるものとして使用される技術が電子署名です。 

 電子申告では申告書データに電子署名を付加することで、“データの作成者が誰な

のか”と、“データが途中で改ざんされていないこと”が確認できるようになってい

ます。 

プログラムのインストール 

 電子署名を行うため、パソコンに以下のプログラムをインストールしていただく必

要があります。 

 電子署名プログラム（「ネット de 記帳」シリーズ用） 

(画面の指示にしたがって操作していただければ、自動的に組み込まれます) 

 電子証明書の種類別の利用ソフト（「住基カード」用や「税理士カード」用 etc） 
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(2) 電子署名プログラムの組み込みは自動的に終了します。 
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7．電子証明書登録・更新 

電子申告に際しては、どの電子証明書（住民基本台帳カード等）を使用するかを税務署

に対し、申請します。 

「認証局サービス名を選択」で選択します。 

選択した認証局サービスには IC カードタイプと、電子ファイルタイプがあります。 

  IC カードタイプ → ①-A 

 電子ファイルタイプ → ①-B 

 

7-1 「電子証明書登録･更新」ボタンを押します。 

  

①-A 「認証局サービス名を選択」が IC カードタイプの場合 

 

 

①-A-1「認証局サービス名を選択」に、下記の IC カードタイプのいずれかを選択します。 

（選択すると「利用者識別番号の入力」以下の入力するテキストボックスやボタンなどが 

表示されます。） 

≪IC カードタイプ≫ 

   公的個人認証サービス (住基カード) 

   ビジネス認証サービスタイプ 1 (日商カード) 

日本税理士会連合会認証局 (税理士カード) 

   

①-A-2「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

①-A-3「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せ

ません) 

 
 IC カード発行時のパスワード*2 を入力して「OK」ボタンを押してください。 

 ※パスワード入力のイメージは、ご利用のカードタイプにより多少異なることがあります。 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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①-B「認証局サービス名を選択」が電子ファイルタイプの場合 

 

①-B-1「認証局サービス名を選択」に、電子ファイルタイプを選択します。 

（選択すると「証明書の選択」が表示されます。） 

≪電子ファイルタイプ≫ 

PKCS12 タイプ (ファイルタイプの電子証明書) 

 

①-B-2「証明書の選択」欄には、「選択」ボタンを押してファイルから選択します。 

（選択すると「証明書のパスワード*2 入力」が表示されます。） 

 

①-B-3「証明書のパスワード*2 入力」欄にパスワードを入力します。 

（「次へ」ボタンをクリックすると「利用者識別番号の入力」が表示されます。） 

 

①-B-4「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

①-B-5「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せ

ません) 

 

   

※【署名実行時にエラーが出る場合】 

署名作業を行う際、【ネット de 記帳】側ではなく IC カードリーダライタ側や、お使いの 

パソコンのセキュリティ･ソフト側からエラーメッセージが出される場合があります。 

対策はケースによって異なりますが、まず下記のことを試してみてください。 

 

 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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・ IC カードリーダライタの動作状況/設定を確認する。 

下記サイトにて、公的個人認証サービスを利用される方の初期導入の手順が記載されて 

おります。こちらを参考に設定を行ってください。 

http://www.jpki.go.jp/download/index.html 

 

・権限エラーが発生した場合 

電子申告プログラムのセットアップは、管理者権限でインストールする必要があります。 

Windows Vista 以降の場合は、UAC の機能で、管理者権限を一旦割り当てることでセッ

トアップを行うこともできることがあります。 

 

・ご利用のマシンのユーザーアカウント名 

ユーザーアカウント名は半角英数のみで構成されている必要があります。 

たとえば、「abc ．abc」のように「．」があるユーザー名や全角文字で構成されている場

合などでは、署名の際にエラーが発生することがあります。ユーザーアカウント名の変更

を行い、ご利用になってください。 

 

② パスワード*2 が受け付けられると、「電子証明書登録･更新」画面に戻ります。 

次に、この電子証明書を登録する場合には「送信」ボタンを押します。 

 

 

 
 

①-A-3、①-B-5 の｢署名｣ボタンを押した時、電子証明書のデータがダウン

ロード(サーバー側から)されて、署名プログラム(パソコン側)が起動します。

パスワード入力後ファイルに署名され、メッセージバーにメッセージが表示さ

れ、「送信」ボタンが押せるようになります。 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 



 

 - 38 - 

③ 送信が完了すると、「電子証明書登録･更新（即時通知）」画面が表示されます。 

結果については、「メッセージボックス」を確認してください。 

紙上に残したい場合には「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保

存されます。 
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8．申告書の署名･送信 

「申告書の署名･送信」ボタンを押します。 

申告者の選択として、事業所が署名をする場合と税理士が署名をする場合の 2 通りがあり

ます。 

 

8-1 「事業所の方」の場合 

事業所自身が電子申告を行う場合と、代理送信を依頼し自身の署名も行う場合の 2 通りがあり

ます。 

 

 

 

「事業所の方」ボタンを押します。 

「(1)ご自身で電子申告を行う場合」 → ８-1-1 へ 

  「(2)代理送信を依頼し、なおかつご自身の署名も行う場合」 → 8-1-2 へ 

 

8-1-1「(1)ご自身で電子申告を行う場合」 

①「認証局サービス名を選択」で選択します。 

「選択した認証局サービス」には IC カードタイプと、電子ファイルタイプがあります。 

 IC カードタイプ → ①-A へ 

 電子ファイルタイプ → ①-B へ 

 

①-A 「認証局サービス名を選択」が IC カードタイプの場合 

電子証明書等特別控除を受けようとする場合の申請書には、事業所の方ご自身の 

署名が必須です。 
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①-A-1「認証局サービス名を選択」に、下記の IC カードタイプのいずれかを選択します。 

（選択すると「利用者識別番号の入力」以下の入力するテキストボックスやボタンなどが 

表示されます。） 

≪IC カードタイプ≫ 

   公的個人認証サービス (住基カード) 

   ビジネス認証サービスタイプ 1 (日商カード) 

日本税理士会連合会認証局 (税理士カード) 

   

①-A-2 「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

①-A-3 「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せ

ません) 

 
 IC カード発行時のパスワード*2 を入力して「OK」ボタンを押してください。 

 ※パスワード*2 入力のイメージは、ご利用のカードタイプにより多少異なることがあります。 

 

①-A-4 署名のみを行う場合は、「署名を付加して終了」ボタンを押します。 

 

 

 

 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 



 

 - 41 - 

①-B「認証局サービス名を選択」が電子ファイルタイプの場合 

 

①-B-1「認証局サービス名を選択」に、電子ファイルタイプを選択します。 

（選択すると「証明書の選択」が表示されます。） 

≪電子ファイルタイプ≫ 

PKCS12 タイプ (ファイルタイプの電子証明書) 

 

①-B-2「証明書の選択」欄には、「選択」ボタンを押してファイルから選択します。 

（選択すると「証明書のパスワード*2 入力」が表示されます。） 

 

①-B-3「証明書のパスワード*2 入力」欄にパスワードを入力します。 

（「次へ」ボタンをクリックすると「利用者識別番号の入力」が表示されます。） 

 

①-B-4「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

①-B-5「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せ

ません) 

 

※エラーが出る場合は P．35 の【署名実行時にエラーが出る場合】をご参照ください。 

 

②-A 署名のみを行う場合は、「署名を付加して終了」ボタンを押します。 

 

 

 

 

  

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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③ パスワード*2 が受け付けられると、「申告書送信(事業所)」画面に戻ります。 

次に、この申告書を送信する場合には「送信」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

④ 送信が完了すると、「即時通知」画面が表示されます。 

結果については、「メッセージボックス」を確認してください。 

紙上に残したい場合には「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保

存されます。 

メニュー画面に戻る場合には、「メニューへ」ボタンを押します。 

 

①-A-3、①-B-5 の｢署名｣ボタンを押した時、電子証明書のデータがダ

ウンロード(サーバー側から)されて、署名プログラム(パソコン側)が起動

します。パスワード入力後ファイルに署名され、メッセージバーにメッ

セージが表示され、「送信」ボタンが押せるようになります。 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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8-1-2「(2)代理送信を依頼し、なおかつご自身の署名も行う場合」 

 

8-1-1 の③までは同一の動きです。 

 

 

③で上記画面に戻ったら、｢税理士の署名付加｣ボタンを押します。 

 

④「認証局サービス名を選択」で選択します。 

選択した認証局サービスには IC カードタイプと、電子ファイルタイプがあります。 

 IC カードタイプ → ④-A へ 

 電子ファイルタイプ → ④-B へ 

 

④-A 「認証局サービス名を選択」が IC カードタイプの場合 

   

④-A-1 「認証局サービス名を選択」に、下記の IC カードタイプのいずれかを選択します。 

（選択すると「利用者識別番号の入力」以下の入力するテキストボックスやボタンなどが 

表示されます。） 

≪IC カードタイプ≫ 

   公的個人認証サービス (住基カード) 

   ビジネス認証サービスタイプ 1 (日商カード) 

日本税理士会連合会認証局 (税理士カード) 
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④-A-2 「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

④-A-3 「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せ

ません)  

 
 IC カード発行時のパスワード*2 を入力して「OK」ボタンを押してください。 

 ※パスワード*2 入力のイメージは、ご利用のカードタイプにより多少異なることがあります。 

 

④-B 「認証局サービス名を選択」が電子ファイルタイプの場合 

 

④-B-1「認証局サービス名を選択」に、電子ファイルタイプを選択します。 

（選択すると「証明書の選択」が表示されます。） 

  ≪電子ファイルタイプ≫ 

PKCS12 タイプ (ファイルタイプの電子証明書) 

 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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④-B-2 「証明書の選択」欄には、「選択」ボタンを押してファイルから選択します。 

（選択すると「証明書のパスワード*2 入力」が表示されます。） 

 

④-B-3 「証明書のパスワード*2 入力」欄にパスワードを入力します。 

（「次へ」ボタンをクリックすると「利用者識別番号の入力」が表示されます。） 

 

④-B-4 「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

④-B-5「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せま

せん) 

 

※エラーが出る場合は P．35 の【署名実行時にエラーが出る場合】をご参照ください。 

 

⑤ パスワード*2 が受け付けられると、「申告書送信(税理士用)」画面に戻ります。 

次に、この申告書を送信する場合には「送信」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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⑥ 送信が完了すると、「即時通知」画面が表示されます。 

結果については、「メッセージボックス」を確認してください。 

紙上に残したい場合には「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保存さ

れます。 

メニュー画面に戻る場合には、「メニュー」ボタンを押します。 

 

8-2 「税理士の方」の場合 【(1)代理送信を行う場合】 

｢税理士の方｣ボタンを押します。 

 税理士が、事業所が既に署名済の申告書に対して署名をする場合を「追加署名」のボタンで、

税理士の署名のみで代理送信をする場合を｢代理送信｣とする 2 種類があります。 

 追加署名 → 8-2-1 

 代理送信 → 8-2-2 

④-A-3、④-B-5 の｢署名｣ボタンを押した時、電子証明書のデータがダ

ウンロード(サーバー側から)されて、署名プログラム(パソコン側)が起動

します。パスワード入力後ファイルに署名され、メッセージバーにメッ

セージが表示され、「送信」ボタンが押せるようになります。 
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8-2-1 ｢追加署名｣ボタンを押します。 

 認証局のサービス名を選択 

「認証局サービス名を選択」で選択します。 

選択した認証局サービスには IC カードタイプと、電子ファイルタイプがあります。 

 IC カードタイプ → ①-A へ 

 電子ファイルタイプ → ①-B へ 

 

①-A 「認証局サービス名を選択」が IC カードタイプの場合 

 

①-A-1「認証局サービス名を選択」に、下記の IC カードタイプのいずれかを選択します。 

（選択すると「利用者識別番号の入力」以下の入力するテキストボックスやボタンなどが 

表示されます。） 

≪IC カードタイプ≫ 

   公的個人認証サービス (住基カード) 

   ビジネス認証サービスタイプ 1 (日商カード) 

日本税理士会連合会認証局 (税理士カード) 
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①-A-2 「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

①-A-3 「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せ

ません)  

 

 
 IC カード発行時のパスワード*2 を入力して「OK」ボタンを押してください。 

 ※パスワード*2 入力のイメージは、ご利用のカードタイプにより多少異なることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 



 

 - 49 - 

①-B 「認証局サービス名を選択」が電子ファイルタイプの場合 

 

①-B-1「認証局サービス名を選択」に、電子ファイルタイプを選択します。 

（選択すると「署名するファイルを選択」が表示されます。） 

  ≪電子ファイルタイプ≫ 

PKCS12 タイプ (ファイルタイプの電子証明書) 

 

①-B-2 「証明書の選択」欄には、「選択」ボタンを押してファイルから選択します。 

     （選択すると「証明書のパスワード*2 入力」欄が表示されます。） 

 

①-B-3 「証明書のパスワード*2 入力」欄にパスワードを入力します。 

     （「次へ」ボタンをクリックすると「利用者識別番号の入力」欄が表示されます。） 

 

①-B-4 「利用者識別番号の入力」欄に利用者識別番号を入力します。 

 

①-B-5 「署名」ボタンを押します。(「署名」ボタンを押さないと「送信」のボタンは押せ

ません) 

 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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※エラーが出る場合は P．35 の【署名実行時にエラーが出る場合】をご参照ください。 

 

② パスワード*2 が受け付けられると、「申告書送信(税理士用)」画面に戻ります。 

次に、この電子証明書を送信する場合には「送信」ボタンを押します。 

 

 

 

 

③ 送信が完了すると、「即時通知」画面が表示されます。 

結果については、「メッセージボックス」を確認してください。 

紙上に残したい場合には「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保存さ

れます。 

メニュー画面に戻る場合には、「メニュー」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

①-A-3、①-B-5 の｢署名｣ボタンを押した時、電子証明書のデータがダ

ウンロード(サーバー側から)されて、署名プログラム(パソコン側)が起動

します。パスワード入力後ファイルに署名され、メッセージバーにメッ

セージが表示され、「送信」ボタンが押せるようになります。 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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8-2-2 ｢代理送信｣ボタンを押します。 

 

 認証局のサービス名を選択 

「認証局サービス名を選択」で選択します。 

選択した認証局サービスには IC カードタイプと、電子ファイルタイプがあります。 

 IC カードタイプ → ①-A へ 

 電子ファイルタイプ → ①-B へ 

 

 

 

 

① -A 「認証局サービス名を選択」が IC カードタイプの場合 

 

手順については、「7．電子証明書登録・更新」①-A を参照してください。 
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① -B「認証局サービス名を選択」が電子ファイルタイプの場合 

 

手順については、「7．電子証明書登録・更新」①-B を参照してください。 
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② 送信が完了すると、「即時通知」画面が表示されます。 

結果については、「メッセージボックス」を確認してください。 

紙上に残したい場合には「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保存さ

れます。 

メニュー画面に戻る場合には、「メニュー」ボタンを押します。 
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9．メッセージボックス内容確認 

 

(1) 「電子申告送受信メニュー」画面で、｢メッセージボックス｣ボタンを押し、「メッセー

ジボックス」画面を表示させます。ここで、国税庁へ送信した申告データの状況を確認

することができます。 

 

 

(2)  表示  ボタンを押して通知内容を確認してください。 

 

(3) 削除欄にチェックを入れて 削除  ボタンを押すと、メッセージを削除することができ

ます。 

 

(4) ここで、メッセージの内容を確認することができます。 

 

＜メッセージ詳細画面＞ 
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(5) 保存 ボタンを押すと、通知内容を保存することができます。 

 

(6) 印刷 ボタンを押すと、この画面を印刷することができます。 

 

(7) ダウンロード ボタンを押すと、送信した申告データをダウンロードすることができま

す。 

  

 

(8) 送付書 ボタンを押すと、送信した申告データの送付書をダウンロードすることができ

ます（所得税申告時のみ）。 
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10．暗証番号変更*1 

 

(1)「電子申告送受信メニュー」画面で、｢暗証番号変更｣ボタンを押し、「暗証番号変更」画

面を表示させます。ここで、暗証番号を変更することができます。 

 

 

 

 

(2) ｢暗証番号変更画面｣で、変更前暗証番号、新暗証番号(２回)を入力し、 

 ＯＫ  ボタンを押します。 

※ パスワードは８文字以上５0 文字以内で、半角の英数字で、英数字を両方混ぜます。 

 

(3) キャンセル  ボタンを押すと入力内容がクリアされます。 

 

 

*1 利用者識別番号に対する暗証番号（パスワード） 
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11．電子証明書登録・更新（旧方式） 

 

電子申告に際しては、どの電子証明書（住民基本台帳カード等）を使用するかを税務署に対

し、事前に申請する必要があります。流れは以下のようになります。 

 

① 電子申告「事前準備・データ作成」機能にて、「電子証明書登録申請書」を作成します。 

※事前準備・データ作成内の「電子申告(申告書様式選択)」画面にて“電子証明書登

録・更新”のチェックボックスにチェックを入れて「電子申告」ボタンを押すと、

「電子証明書登録申請書」が作成されます。 

② 「電子申告送受信」の「電子証明書登録・更新」機能にて、作成した電子証明書登録

申請書をご使用のパソコンにダウンロードします。 

③ ダウンロードした電子証明書登録申請書に、利用する電子証明書で署名を行います。 

④ 署名を行った電子証明書登録申請書を税務署に送信し、登録を行います。 

 

  ※電子証明書登録作業は、以下の条件に当てはまる方々に関してはここで行う必要はあり

ません。 

   ・既に“e-Tax ソフト”等で電子証明書登録を行われている方 

   ・税務代理(代理送信)をご利用の方で、税理士のみの署名で電子申告を行われる方 

 

 

（1）電子証明書登録・更新（ダウンロード） 

 

電子証明書登録申請書のダウンロードを行います。 

  電子証明書登録申請書は、事前に「事前準備・データ作成」機能にて作成しておく必要が

あります。 
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  「ダウンロード」ボタンを押すと、電子証明書登録申請書のダウンロードが行われます。

以下の画面が表示されますので、保存ボタンを押してください。 

 

 

 

「保存」ボタンを押すと、「名前を付けて保存」の画面が表示されます。ダウンロードし

たファイルを任意の場所に保存してください。ただし、ファイル名、保存するフォルダ名及

びその上の階層の領域名に日本語を使用すると、署名を実行することができません。ご注意

ください。 

ダウンロードされるファイル名は、“syomeisyo_事業所コード.xtx”になります。変更は

可能ですが、日本語文字が入らないよう留意してください。 

 

 
 

  ダウンロードが完了し、「次へ」ボタンを押すと、電子証明書登録・更新（電子署名）が

表示されます。 
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（2）電子証明書登録・更新（電子署名） 

 

  「電子証明書登録・更新（ダウンロード）」画面でダウンロードした電子証明書登録申請

書に対し、署名を行います。「署名実行」ボタンを押すと「電子署名プログラム」が起動し、

署名実行画面になります。 

  

 ※初めて「電子署名プログラム」を起動する時には、組み込み作業が必要になります。 

  （詳しくは「6.電子署名プログラムの組み込み」をお読みください） 

 

 

※【署名実行時にエラーが出る場合】 

署名作業を行う際、【ネット de 記帳】側ではなく IC カードリーダライタ側や、お使いの 

パソコンのセキュリティ･ソフト側からエラーメッセージが出される場合があります。 

対策はケースによって異なりますが、まず下記のことを試してみてください。 

① IC カードリーダライタの動作状況/設定を確認する 

② 署名対象のファイルを C ドライブの直下に移動してみる 

 

認証局を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リストから認証局を選びます。選択できる認証局サービスには、下記のものがあります。

選択した認証局サービスが IC カードタイプのものか、電子ファイルタイプのものかによっ

て、次の画面が変わってきます。 
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   ≪IC カードタイプ≫ 

   公的個人認証サービス (住基カード) 

   ビジネス認証サービスタイプ 1 (日商カード) 

日本税理士会連合会認証局 (税理士カード) 

    

≪電子ファイルタイプ≫ 

PKCS12 タイプ (ファイルタイプの電子証明書) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  認証局を選択すると、その種類に応じて次の入力／選択欄が表示されます。 

 

 

① IC カードタイプを選択した場合 

 

まず署名するファイルを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 61 - 

署名するファイルを選択すると、利用者識別番号の入力欄と「署名する」ボタンが現 

れます。認証用カードをカードリーダライタへセットし、利用者識別番号を入力した上で

「署名する」ボタンを押してください。 

 

 

 

 署名が終わると、「電子署名が終了しました」というメッセージと共に、「税理士署名をつ

ける「終わる」という選択肢が表示されます。「電子証明書登録・更新」の場合は付加する

署名は 1 つですので、「終わる」を選択してください。 
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②電子ファイルタイプを選択した場合 

 

まず署名するファイルを選択します。 

 

 

  署名するファイルを選択すると、証明書ファイルの選択画面が現れます。使用する電子

証明書を選び、パスワード*2 を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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証明書パスワード*2 の入力まで終わると、利用者識別番号の入力欄と「署名する」ボタン

が現れます。利用者識別番号の入力を行って、「署名する」ボタンを押してください。 

 

 

 

 署名が終わると、「電子署名が終了しました」というメッセージと共に、「税理士署名をつ

ける」「終わる」という選択肢が表示されます。「電子証明書登録・更新」の場合は付加する

署名は 1 つですので、「終わる」を選択してください。 
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③署名終了後（IC カードタイプ／ファイルタイプ共通） 

 

 

署名が実行されると、署名済の申請書ファイルが署名前の申請書ファイルと同じ場所に

名前を変えて保存されます。 

新しいファイル名は、署名前のファイル名の最後に“_S”を追加したものとなります。

署名前のファイル名を“syomeisyo_事業所コード.xtx”から変更していない場合は

“syomeisyo_事業所コード_S.xtx”になります。 

 

  署名が終了し、「次へ」ボタンを押すと、電子証明書登録・更新（送信）画面が表示さ

れます。 
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（3）電子証明書登録・更新（送信） 

 

   署名を行った電子証明書登録申請書を送信します。 

 

 

  「電子証明書登録・更新（電子署名）」で署名したファイルを選択し、「送信」ボタンを

押します。 

 

 

 

   送信が完了すると、「即時通知」の画面に移ります。結果については「メッセージボック

ス」を確認してください。(→詳細は「9.メッセージボックス内容確認」参照) 

紙上に残したい場合には、「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保

存されます。 
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12．電子署名【旧方式】 

 

(1)「メインメニュー」画面で、｢電子署名｣ボタンを押し、「電子署名」画面を表示させます。 

 

 

(2)まず  ダウンロード  ボタンを押して、申告書データをダウンロードしてください。 

  ※既に申告書ファイルを保存してある場合は、そのまま「署名」に進んでください。 

 

 

(3)  ダウンロード  ボタンを押すと、「ファイルの保存」ウィンドウが開きます。ここで電

子申告に使用する“署名前の申告書ファイル”を任意の場所に保存します。 
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「保存」ボタンを押すと、「名前を付けて保存」の画面が表示されます。ダウンロードし

たファイルを任意の場所に保存してください。ただし、ファイル名、保存するフォルダ名及

びその上の階層の領域名に日本語を使用すると、署名を実行することができません。ご注意

ください。 

ダウンロードされるファイルは所得税の場合“syotokuzei_事業所コード.xtx”、消費税申

告書の場合 syohizei_事業所コード.xtx”になります。変更は可能ですが、日本語文字が入

らないよう留意してください。 

 
 

(4) ファイルをダウンロードして保存したら、「署名」ボタンを押します。「署名」ボタンを

押すと、「事業所の方」「税理士の方」の選択画面になります。 
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(5)「事業所の方」を選ぶか「税理士の方」を選ぶかで、この後の流れが変わってきます。 

 

  ①「事業所の方」を選んだ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用の電子証明書(IC カード)の発行元の認証局サービス名を選択してください。 

     選択できる認証局サービスには、下記のものがあります。 

 

     ≪IC カードタイプ≫ 

     公的個人認証サービス (住基カード) 

     ビジネス認証サービスタイプ 1 (日商カード) 

日本税理士会連合会認証局 (税理士カード) 

    

≪電子ファイルタイプ≫ 

PKCS12 タイプ (ファイルタイプの電子証明書) 

 

     認証局を選ぶと、署名する申告書ファイルの選択画面になります。 
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IC カードタイプの証明書を選択している場合は、署名するファイルを選択すると、利用

者識別番号の入力欄と「署名する」ボタンが現れます。認証用カードをカードリーダラ

イタへセットし、利用者識別番号を入力した上で「署名する」ボタンを押してください。 

 

   

 

 

   ファイルタイプの電子証明書を選択している場合、署名するファイルを選択すると、

証明書ファイルの選択画面が現れます。使用する電子証明書を選び、パスワード*2 を入

力してください。 

 

   

 

 

 

 



 

 - 70 - 

  ファイルタイプの電子証明書を選択している場合は、証明書パスワード*2 の入力

まで終わったところで利用者識別番号の入力欄と「署名する」ボタンが現れます。利

用者識別番号の入力を行って、「署名する」ボタンを押してください。 

 

 

 

署名が実行されると、署名済の申告書ファイルが署名前の申告書ファイルと同じ場所

に名前を変えて保存されます。新しいファイル名は、署名前のファイル名の最後に“_S”

を追加したものとなります。署名のファイル名を“syotokuzei_事業所コード.xtx”もし

くは syohizei_事業所コード.xtx から変更していない場合は、それぞれ“syotokuzei _

事業所コード_S.xtx、syohizei_事業所コード_S.xtx”になります。 
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署名終了後は「電子署名が終了しました」というメッセージと共に、「税理士署名をつ

ける」「終わる」という選択肢が表示されます。事業所の方ご自身が電子申告を行う場合、

または後日、改めて税理士の方の署名を受ける場合は「終わる」を選択してください。

続けて税理士の方の署名を受けられる場合は「税理士署名をつける」を選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「税理士署名をつける」を選択した場合は、ここで税理士署名付加の準備をして「OK」

ボタンを押します。 
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 税理士の方の使用する電子証明書の種類を選び、事業所の方と同じ手順で署名を付加します。 

 

   

 

 

 

ここで追加署名するファイルを選択する際には、署名済のファイルを選ぶ必要があり

ます。つまり、最初にダウンロードして保存した時のファイル名が“syotokuzei_事業

所コード.xtx” もしくは“syohizei_事業所コード.xtx”だった場合、追加署名は 1 つ

目の署名を付加した後の“syotokuzei _事業所コード_S.xtx”もしくは syohizei _事業

所コード_S.xtx という名前のファイルに対して行います。追加署名を、最初の署名前の

ファイルに対して行わないよう注意してください。 

署名が実行されると、署名済の申告書ファイルが署名前の申告書ファイルと同じ場所

に名前を変えて保存されます。新しいファイル名は、ここでも署名前のファイル名の最

後に“_S”を追加したものとなります。最初にダウンロードして保存した時のファイル

名が“syotokuzei_事業所コード.xtx”だった場合は、最初の署名で“syotokuzei_事

業所コード_S.xtx”になり、税理士署名を追加した段階で末尾の“_S”がもうひとつ増

えて“syotokuzei_事業所コード_S_S.xtx”となります。 

   

  (→詳細は「14．税務代理（代理送信）を利用し、なおかつ電子証明書等特別控除を受ける場合

の補足」参照) 
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  ②「税理士の方」を選んだ場合 

 

    「追加署名」か「代理送信」を選択する画面が表示されます。事業所の方が既に署名

をしているファイルに税理士の方の署名を追加する場合（電子証明書等特別控除の要件

を満たそうとする場合）は「追加署名」を、税理士の方の署名のみを付加して電子申告

をする場合は「代理送信」を、それぞれ選びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     税理士の方の使用する電子証明書の種類を選びます。以降の流れは基本的には事業

所の方と同様です。ここでは税理士カードを利用する場合で説明します。 
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    認証局(この場合は日本税理士会連合会認証局)を選ぶと、署名する申告書ファイル

を選択する欄が現れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     申告書ファイルを選ぶと、利用者識別番号の入力欄と「署名する」ボタンが現れま

す。準備ができたら利用者識別番号を入力し、署名を実行してください。 

 

 

 

 

署名が実行されると、署名済の申告書ファイルが署名前の申告書ファイルと同じ場所

に名前を変えて保存されます。新しいファイル名は、署名前のファイル名の最後に“_S”

を追加したものとなります。最初にダウンロードしたファイル名が“syotokuzei_事業

所コード.xtx”で、税理士の方が付加した署名が 1 つ目の署名である場合は、ここでファ

イル名が“syotokuzei_事業所コード_S.xtx”になります。税理士の方が付加した署名

が事業所の方に次ぐ 2 つ目の署名である場合は、“_S”がもうひとつ増えて 

“syotokuzei_事業所コード_S_S.xtx”です。 
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署名処理が終了すると、「電子署名の付加が正常に終了しました。」と表示されます。

「メニューへ」ボタンを押すと、「メインメニュー」画面に戻ります。 
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13．送信(旧方式) 

 

(1) 「メインメニュー」画面で、｢送信｣ボタンを押し、「送信」画面を表示させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 参照 ボタンを押して、「電子署名」の手続きで署名を追加した“署名済の申告書ファイ

ル”を選択してください。 

(3) 送信 ボタンを押して、選択したファイルを送信してください。 

 

＜送信中画面＞ 

 

   

 

 

 

(4) 画面が「送信中」に切り替わり、国税庁へデータの送信中であることを確認することが

できます。 
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＜即時通知画面＞ 

 

 

(5)送信が終わると画面が「即時通知」に切り替わり、国税庁へ送信した申告データの状況

を確認することができます。 

 

(6) 印刷 ボタンを押すと、この画面を印刷することができます。 

 

(7) 保存 ボタンを押すと、この画面を保存することができます。 

 

(8)メッセージボックスボタンを押すと、メッセージボックスが表示されます。 

 

(9)ここまでで、電子申告の手続きは終了です。 
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14．税務代理（代理送信）を利用し、なおかつ電子証明書等特別控除を受ける場合の補足 

 

 税理士による税務代理(代理送信)を利用する場合、税理士の電子署名があれば事業者本人の

署名がなくても電子申告を行うことができます。しかし、電子証明書等特別控除を受けようと

する場合には事業者本人の電子署名が必須となります。したがって、税理士による税務代理(代

理送信)を利用し、なおかつ電子証明書等特別控除を受けようとする場合には、電子署名を 2

つ付加する必要があります。 

 

 
 

2 つの署名を付加する際、住基カードと税理士カードを利用するケースが多いと思われ

ますが、同一の PC で「JPKI 利用者ソフト」と「IC カードマネージャ」を併用すると、

競合が発生する場合があることが指摘されています。これを回避するため、「IC カードマ

ネージャ」にも住基カードでの署名機能があり、「IC カードマネージャ」だけがインストー

ルされた状態で両方のカードによる署名ができるようになっています。 

なお、「IC カードマネージャ」で住基カードを使用する場合、認証局は「日本税理士会

連合会」を選択してください。また、「IC カードマネージャ」はパスワードの大文字・小

文字を認識しますのでご注意ください。 

詳しくは、「IC カードマネージャ」のマニュアル等をご参照ください。 
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15．送受信履歴 

 送受信した履歴を確認する場合の画面です。 

 

 (1)｢電子申告｣サブメニューから｢送受信履歴｣を選択します。 

 

＜電子申告サブメニュー画面＞ 

 

 

(2) 送受信履歴画面が表示されます。この画面で送受信内容が確認できます。 

 

 

※損失「○震」は、被災者損失申告用にて申告した場合に表示されます。 
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16．申告書ファイルのダウンロード（e-tax 用） 

 e-tax クライアントソフトを利用する場合、申告書ファイルのダウンロードはこちらから

行ってください。 

 

  (→実行手順の詳細は「12．電子署名【旧方式】」参照) 
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Ⅱ．一括代理送信 

 

１．事前準備 

 

 ※この機能によって代理送信を行うことができるのは税理士だけです。 

 

税理士による代理送信を行う場合、以下の準備が必要です。 

 

①電子証明書機能付 IC カード（税理士カード・住基カード・日商カード） 

②IC カードリーダライタ（ご利用のカードに対応したタイプのものが必要です） 

③パソコンへの「ＩＣカードリーダライタ」のドライバソフトのインストールと動作確認 

④税務署への電子申告開始届の提出（事業所毎に必要となります） 

⑤税務署から通知された利用者識別番号（電子申告開始届を提出すると発行されます） 

 ※利用者識別番号は各事業所のものと、税理士のものが必要になります。 

 ※税理士の有資格者であっても、番号発行時点で可能なのは自身の申告のみです。 

⑥「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」の受領 

 ※税務署から通知を受けて初めて代理送信が可能になります。 

⑦申告書の作成（事前に「ネット de 記帳」で申告書類を作成しておく必要があります） 
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2．電子署名プログラムの組み込み 

 

一括署名・送信を実行するには、電子署名プログラムを組み込む必要があります。この作業

は画面表示時に、画面の案内に沿って確認をしていくと自動的に行われます。 

 

(1) 商工会メニューから代理送信画面を開くとパソコンの環境をチェックし、インストー

ルの準備を行います。 

  

 

 

(2) Internet Explorer の設定によってインストールの確認メッセージが出ます。その場合

は、画面の指示に従って組み込みを許可してください。 

 

※電子署名プログラムのインストールについては、 

「6．電子署名プログラムの組み込み」 プログラムのインストール を参照してください。 
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3．一括署名・送信 

 

(1) 商工会トップメニュー画面から「代理送信」を選択します。 

 
 

(2) ｢電子申告代理送信｣の画面が表示されます。 

 

 



 

 - 84 - 

(3) 画面上部の「税理士利用者識別番号」「暗証番号」を入力します。 

 

  ※「税理士利用者識別番号」「暗証番号」は国税庁の受付システムに接続する際に必要

となります。この画面では「一括署名・送信」「署名・送信」「各種確認・設定」が該

当します。 

 

(4) この機能を利用して代理送信を行う事業所は、事前に事業所毎の「利用者識別番号」と

税理士の「利用者識別番号」を登録し、「事前準備・データ作成」でデータを作成して

おく必要があります。 

 

(5) 認証局のサービス名を選択 

  「認証局サービス名を選択」で選択します。 

選択した認証局サービスには IC カードタイプと、電子ファイルタイプがあります。 

 

    IC カードタイプ → ①-A へ 

 電子ファイルタイプ → ①-B へ 

 

①-A 「認証局サービス名を選択」が IC カードタイプの場合 

 

①-A-１「認証局サービス名を選択」に、下記の IC カードタイプのいずれかを選択 

します。 

≪IC カードタイプ≫ 

       公的個人認証サービス (住基カード) 

       ビジネス認証サービスタイプ 1 (日商カード) 

日本税理士会連合会認証局 (税理士カード) 

 

①-B「認証局サービス名を選択」が電子ファイルタイプの場合 

 

①-B-1 「認証局サービス名を選択」に、電子ファイルタイプを選択します。 

   ≪電子ファイルタイプ≫ 

PKCS12 タイプ (ファイルタイプの電子証明書) 

※ 「証明書の選択」と「証明書のパスワード*2」の入力が必要になります。 

  

 

 
*2 電子証明書に対する暗証番号（パスワード） 
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(6)  一括署名・送信する申告書は、「申告書の一括署名・送信」項目に、チェックをいれ「一

括署名・送信」ボタンをクリックします。 

※１．一括署名・送信できる件数は 20 件までです。 

※２．「申告書の一括署名・送信」項目に「修」が表示されている申告書は、申告書 

作成時のデータと電子申告データが異なることを示しており、電子申告は出来 

ません。再度電子申告データの作成を行ってください。 

また、「追」は追加署名が必要な申告書の場合、「再」は送信済みの申告書の場

合に表示されます。 

 

 

 
 

(7) IC カードタイプの場合、パスワード*2 を入力して「OK」ボタンを押してください。 

※パスワード入力のイメージは、ご利用のカードタイプにより多少異なることがあります。 
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(8) 一括署名・送信が終了したら「一括署名・送信が正常終了しました。」のメッセージが

表示されます。 
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4．個別署名・送信 

 

(1)電子申告代理送信画面から、事業所毎に電子署名・送信の手続きを行うことも可能です。 
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(2) 対象となる事業所の「署名・送信」ボタンを押すと、「申告書送信（申告者選択）」画面

に切り替わります。 

 本（代理送信）機能は税理士の方向けのものですので、ここでは「税理士の方」を選択

します。 

 

   

 

(3) 「申告書送信（税理士用）署名方法選択」画面に切り替わりますので、 

① 事業所の方が既に署名済みの申告書に対して署名を付加して送信（追加署名）するか、 

② 税理士の方の署名のみで送信（代理送信）するか 

を選択します。 

 

① 追加署名 → (3)-1 

 ② 代理送信 → (3)-２ 
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(3)-1 ｢追加署名｣ボタンを押した場合、申告書送信（税理士用）画面に切り替わります。 

ここで税理士の方が利用する電子証明書の種類を選びます。 

選んだ電子証明書の種類（認証局サービス名）により、署名の手続きに一部変わりが

生じます。 

 

(3)-1-1 「認証局サービス名を選択」で選んだ認証局サービスが IC カードタイプの場合 

 

 

手順については、「8．申告書の署名･送信」 ①-A を参照してください。 
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(3)-1-2 「認証局サービス名を選択」で選んだ認証局サービスが電子ファイルタイプ 

の場合 

 

 

手順については、「8．申告書の署名･送信」①-B を参照してください。 
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結果については、「メッセージボックス」を確認してください。 

紙上に残したい場合には「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保存さ

れます。 
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(3)-2  ｢代理送信｣ボタンを押した場合、申告書送信（税理士用）画面に切り替わります。 

署名・送信の仕方は上述の(3)-1 と同じです。 

 

 

 

(3)-2-1 「認証局サービス名を選択」で選んだ認証局サービスが IC カードタイプの場合 

 

 
  

手順については、「7．電子証明書登録・更新」①-A を参照してください。 
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(3)-2-2 「認証局サービス名を選択」で選んだ認証局サービスが 

電子ファイルタイプの場合 

 

 

手順については、「7．電子証明書登録・更新」①-B を参照してください。 
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5．税理士用電子証明書の登録・更新 

 

(1) ネット de 記帳から、税理士の方の電子証明書の登録・更新も行えます。 

商工会トップメニュー画面から「代理送信」を選択します。 

 
 

(2) 「電子申告代理送信」画面に切り替わりますので、税理士用利用者識別番号と 

暗証番号*1 を入力し、「各種確認・設定」のボタンを押します。 
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(3) 「電子申告認証」画面（国税庁の受付システムへのログイン画面）に切り替わります。 

  前の「電子申告代理送信」画面にて「税理士利用者識別番号」と「暗証番号*1」とが入力

されていれば、)初期値としてこの番号が表示されるので、そのまま「ＯＫ」ボタンを押し

てください。 

 

 

(4)  ログインが許可されると、「各種確認・設定」画面に切り替わるので、「税理士用電子

証明書登録・更新」を選択してください。 

 

 

(5) 「税理士用電子証明書登録・更新（申告情報入力）」画面に切り替わります。 

納税情報の氏名、住所、利用者識別番号、税務署コードを入力してください。 

※ 法人の場合は代表者氏名も入力してください。 
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(6)  次へ  ボタンを押すと、「税理士用電子証明書登録・更新」の画面に切り替わります。 

  

電子申告に際しては、どの電子証明書（住民基本台帳カード等）を使用するかを税務署

に対し、申請します。 

「認証局サービス名を選択」で選択します。 

選択した認証局サービスには IC カードタイプと、電子ファイルタイプがあります。 

   IC カードタイプ → ①-A 

電子ファイルタイプ → ①-B 

  

    次へ ボタンを押した時に、下の写真のようなエラーメッセージが出ることがあります。

これは、作成した電子申告データの中に国税庁の受付システムで受け付けられない文字が

あることを示しています。エラーメッセージが出た場合は、「決算業務」サブメニューの

各申告書類作成画面に戻って内容を確認してください。 
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 ①-A 「認証局サービス名を選択」が IC カードタイプの場合 

  

 

手順については、「7．電子証明書登録・更新」①-A を参照してください。 

 

① -B「認証局サービス名を選択」が電子ファイルタイプの場合 

 

   

 

手順については、「7．電子証明書登録・更新」①-B を参照してください。 
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④送信が完了すると、「電子証明書登録･更新（即時通知）」画面が表示されます。 

結果については、「メッセージボックス」を確認してください。 

紙上に残したい場合には「印刷」ボタンを押します。 

画面を残したい場合には、「保存」ボタンを押すと、デスクトップ上に html ファイルで保

存されます。 
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6 メッセージボックス内容確認 

 

(1) 「各種確認・設定」画面から、「メッセージボックス」を選択してください。 

 

  

 

(2) 「メッセージボックス」画面が表示されます。ここで、国税庁へ送信した申告データの

状況を確認することができます。 

 

 

(3)   表示  ボタンを押して通知内容を確認してください。 
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＜メッセージ詳細画面＞ 

  

 

 

 

(4) ここで、メッセージの内容を確認することができます。 

 

(5)  保存 ボタンを押すと、通知内容を保存することができます。 

 

(6)  印刷 ボタンを押すと、この画面を保存することができます。 

 

(7)  ダウンロード ボタンを押すと、送信した申告データをダウンロードすることができま

す。 

 

 

  

 (8)  送付書 ボタンを押すと、送信した申告データの送付票をダウンロードすることができ

ます。(所得税申告時のみ) 
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7．暗証番号変更*1 

 

(1) 「各種確認・設定」画面で、｢暗証番号変更｣ボタンを押し、「暗証番号変更」画面を表

示させます。ここで、暗証番号を変更することができます。 

 

 

 

 

(2) ｢暗証番号変更画面｣で、変更前暗証番号、新暗証番号(２回)を入力し、 

 ＯＫ  ボタンを押します。 

※ パスワード*1 は８文字以上５0 文字以内で、半角の英数字で、英数字を両方混ぜま

す。 

(3)  キャンセル  ボタンを押すと入力内容がクリアされます。 
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8．申告書のダウンロード 

   

(1) 作成済みの申告書のダウンロードが出来ます。 

 

(2)   ダウンロード  ボタンを押して、申告書データをダウンロードしてください。 

 

(3)   ダウンロード  ボタンを押すと、「ファイルの保存」ウィンドウが開きます。ここで

電子申告に使用する“署名前の申告書ファイル”を任意の場所に保存します。 
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「保存」ボタンを押すと、「名前を付けて保存」の画面が表示されます。ダウンロードし

たファイルを任意の場所に保存してください。ただし、ファイル名、保存するフォルダ名及

びその上の階層の領域名に日本語を使用すると、署名を実行することができません。ご注意

ください。 

ダウンロードされるファイルは所得税の場合“syotokuzei_事業所コード.xtx”、消費税申

告書の場合 syohizei_事業所コード.xtx”になります。変更は可能ですが、日本語文字が入

らないよう留意してください。 
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 記載されている内容は、本書発行時点におけるものです。記載されたすべての情報につい

てその正確性を保証するものではありません。 
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